
5678999999田中　　　太郎 501010 190401
325,000

325,000

東京

27

タナカ　　　タロウ

渋谷区恵比寿○-○-○
シブヤクエビス

3 2 0
3 2 0

150 0013

160-0023

東京都新宿区西新宿○-○-○
株式会社HTテクノロジー
代表取締役 滝島 秀信
03-9999-9999

印

19     4      2

新②
え○○ 0 9 9 9 9

報酬月額は通勤費や見込み残業手当を加算したもの
を届け出る必要があります。届け出た報酬額と実際の
報酬額がずれてしまった場合（⑯の標準報酬月額がず
れてしまった場合です）は、取得時に遡って訂正しなけ
ればなりません。

⑯の「標準報酬月額」は報酬月額を『健康保険・厚生年金保険料額
表』に当てはめ算出します。
この例では報酬月額が325,000円ですから料額表の19等級「310,000
円～330,000円」の範囲に当てはまります。従って標準報酬月額は
「320,000円」となります（千円単位で記載するので「320」と記載）。

社会保険に加入した従業員順に連番で番号を
振っていきます（この番号が健康保険被保険者
証の番号となります）。前の番号を忘れてしまっ
たときは空欄のまま提出しましょう。行政はコン
ピュータ管理しているので次の番号がすぐに分
かります。

©たきしま社労士事務所

初めて厚生年金に加入する場合は「新１」、前に厚生年
金の加入歴がある場合は再2に○をします。

被扶養者がいる場合は「被扶養者（異動）届」も一緒に提出します。


